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５）本地区の建築物等については、八重瀬町景観計画と整合した整備を図るものとする。
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⼀ 増築⼜は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築⼜は改築後における延べ⾯積及び建築⾯積が
 基準時における敷地⾯積に対してそれぞれ法第52条第１項、第２項及び第７項並びに法第53条の規定並びに法第68
 条の２第１項の規定に基づく条例の第136条の２の５第１項第２号及び第３号の制限を定めた規定に適合すること。 
⼆ 増築後の床⾯積の合計は、基準時における床⾯積の合計の1.2倍を超えないこと。
三 増築後の法第48条第１項から第14項までの規定に適合しない⽤途に供する建築物の部分の床⾯積の合計は、基準時
 におけるその部分の床⾯積の合計の1.2倍を超えないこと。
四 法第48条第１項から第14項までの規定に適合しない事由が原動機の出⼒、機械の台数⼜は容器等の容量による場合
 においては、増築後のそれらの出⼒、台数⼜は容量の合計は、基準時におけるそれらの出⼒、台数⼜は容量の合計の
 1.2倍を超えないこと。
五 ⽤途の変更（第137条の19第２項に規定する範囲内のものを除く。）を伴わないこと。
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